


添付書類

●「貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に

関する取扱いの特例について」

（令和6年5月14日付け、国自貨第67号、国自安第11号、国自情第27号、国自整37号）

●参考「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資

等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について」

（令和6年1月5日付け事務連絡）

●参考「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」

（令和6年2月9日付け国自安第133号）

以上

（本件に関する問い合わせ先）

公益社団法人 全日本トラック協会 交通・環境部

電話：０３－３３５４－１０４５ ＦＡＸ：０３－３３５４－１０１９
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